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議案第６３号 

千葉市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

千葉市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 

部を改正する条例 

 千葉市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年千葉市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

第７条の次に次の２条を加える。 

（就業環境の整備） 

第７条の２ 救護施設等は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、

職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動

であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環

境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講

じなければならない。 

（業務継続計画の策定等） 

第７条の３ 救護施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用

者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業

務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

２ 救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するととも

に、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。 

３ 救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じ

て業務継続計画の変更を行うものとする。 

第８条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の

参加が得られるよう連携に努めなければならない。 
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 第１７条第２項中「感染症」の次に「又は食中毒」を加え、「必要な 

措置を講ずるよう努めなければ」を「、次の各号に掲げる措置を講じな 

ければ」に改め、同項に次の各号を加える。 

（１）当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置その他の情報通信

機器を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催す

るとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。 

（２）当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための指針を整備すること。 

（３）当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及

びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防

止のための訓練を定期的に実施すること。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年８月１日から施行する。 

（業務継続計画の策定等に係る経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例に

よる改正後の第７条の３の規定の適用については、「講じなければ」

とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあ

るのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とある

のは「行うよう努めるものとする」とする。 

（感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過 

措置） 

３ この条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間、この条例に

よる改正後の第１７条第２項（第２５条、第３１条、第３７条及び第

３９条において準用する場合を含む。）の規定の適用については、

「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。 
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議 案 説 明 

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に

関する基準の一部改正に伴い、感染症や災害発生時における対策の強

化を図るほか、所要の改正を行うため、条例の一部を改正しようとす

るものであります。 
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議案第６４号 

千葉市新型コロナウイルス感染症対策条例等の一部改正について 

千葉市新型コロナウイルス感染症対策条例等の一部を改正する条例を

次のとおり制定するものとする。 

令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市新型コロナウイルス感染症対策条例等の一部を改正する条

例 

（千葉市新型コロナウイルス感染症対策条例の一部改正） 

第１条 千葉市新型コロナウイルス感染症対策条例（令和２年千葉市条

例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４年法律

第３１号）附則第１条の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染

症」を「病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２

年１月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する

能力を有することが新たに報告されたものに限る。）である感染症」

に改める。 

（千葉市職員の特殊勤務手当支給条例の一部改正） 

第２条 千葉市職員の特殊勤務手当支給条例（昭和３７年千葉市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定め

る等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に規定するもの」を「病

原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、

中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有す

ることが新たに報告されたものに限る。）である感染症」に改める。 

（千葉市国民健康保険条例の一部改正） 

第３条 千葉市国民健康保険条例（昭和６１年千葉市条例第１０号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第１８項中「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成２４ 

 年法律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染
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症」を「新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス

属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健

機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたも

のに限る。）である感染症をいう。）」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正及び新型コロナウ

イルス感染症を指定感染症として定める等の政令の廃止に伴い、規定

の整備を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第６５号 

千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部改正について 

千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

   千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例 

 千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例（平成１２年千葉市条例第

１８号）の一部を次のように改正する。 

附則第１項に見出しとして「（施行期日）」を付する。 

附則第２項に見出しとして「（墓地等の基準に関する経過措置）」を

付する。 

附則第３項に見出しとして「（千葉市墓地等の経営の許可等に関する

規則の廃止に伴う経過措置）」を付し、附則に次の１項を加える。 

（墳墓１区画当たりの面積に係る基準に関する特例措置） 

４ 附則第２項、千葉市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改

正する条例（平成１９年千葉市条例第３９号）附則第２項又は千葉市

墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例（平成２５

年千葉市条例第２５号）附則第２項の規定によりなお従前の例による

こととされる墓地については、これらの規定にかかわらず、墳墓１区

画当たりの面積に係る基準に適合することを要しない。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 

  墳墓１区画当たりの最低面積基準が適用されている墓地について、

当該基準を廃止するため、条例の一部を改正しようとするものであり

ます。 
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議案第６６号 

千葉市旅館業法施行条例及び千葉市公衆浴場法施行条例の一部改

正について 

千葉市旅館業法施行条例及び千葉市公衆浴場法施行条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

（千葉市旅館業法施行条例の一部改正） 

第１条 千葉市旅館業法施行条例（平成１５年千葉市条例第１２号）の

一部を次のように改正する。 

第１条の次に次の１条を加える。 

（定義） 

第１条の２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。 

（１）浴槽水 浴槽内の水及び湯をいう。 

（２）上がり用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供

給される温水をいう。 

（３）上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供

給される水をいう。 

（４）原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をい

う。 

（５）原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目

的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。 

  第１２条第２号を次のように改める。 

 （２）打たせ湯（主としてマッサージと同様の効果を期待して水又は

湯を入浴者に当てる設備をいう。第１７条第１２号において同

じ。）及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しないこと。 

第１２条第３号を削り、同条第４号中「浴槽内の水及び湯（以下

「浴槽水」という。）」を「浴槽水」に改め、同号に次のように加え、

同号を同条第３号とする。 
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   ウ 浴槽水は、規則で定めるところにより消毒すること。 

第１２条中第５号を第４号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 （５）浴槽からあふれ出た水及び湯（以下「オーバーフロー水」とい

う。）並びにオーバーフロー水を回収する槽（以下「回収槽」と

いう。）の水及び湯を浴用に供しないこと。ただし、これにより

難い場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。 

   ア 回収槽を設置して回収槽の水及び湯を浴用に供する場合 回

収槽の清掃及び消毒を頻繁に行い、回収槽内の生物膜を除去す

るとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水及

び湯を浴槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。 

   イ 回収槽を設置せずにオーバーフロー水を浴用に供する場合 

    オーバーフロー水を回収する部分の清掃及び消毒を頻繁に行い、

回収する部分の生物膜を除去すること。 

第１２条中第６号を削り、同条第７号中「浴槽水並びに浴槽に使用

する水及び湯」を「原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴

槽水」に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中「浴槽水並びに

浴槽に使用する水及び湯」を「原湯、原水、上がり用湯及び上がり用

水並びに浴槽水」に改め、同号を同条第７号とする。 

  第１７条第７号中「、清潔な水及び湯を供給することができ、かつ」

を削り、同条中第１３号を第１５号とし、第１２号を第１４号とし、

第１１号を第１３号とし、第１０号を第１１号とし、同号の次に次の

１号を加える。 

 （ 12）打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造で

ないこと。 

  第１７条中第９号を第１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 

 （９）オーバーフロー水並びに回収槽の水及び湯を浴用に供する構造

になっていないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、

次のいずれかに該当するものであること。 

ア 回収槽を設置して回収槽の水及び湯を浴用に供する場合 回

収槽は地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造である

とともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水及び
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湯を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。 

イ 回収槽を設置せずにオーバーフロー水を浴用に供する場合 

    オーバーフロー水を回収する部分は、地下埋設以外で清掃を容

易に行える位置及び構造であること。 

第１９条中「第１３号」を「第１５号」に改める。 

（千葉市公衆浴場法施行条例の一部改正） 

第２条 千葉市公衆浴場法施行条例（平成２４年千葉市条例第８２号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

（１）一般公衆浴場 同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、

地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用さ

れるものをいう。 

（２）その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。 

（３）浴槽水 浴槽内の水及び湯をいう。 

（４）上がり用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供

給される温水をいう。 

（５）上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供

給される水をいう。 

（６）原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をい

う。 

（７）原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目

的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。 

第４条中「基準は」を「施設設備に関する基準は」に改め、同条第

１１号中「、清潔な水及び湯（人の飲用に適する水及び湯をいう。第

２６号において同じ。）を供給でき、かつ」及び「それぞれ同数」を

削り、同条中第１９号から第３３号までを削り、第１８号を第２０号

とし、第１７号を第１９号とし、第１６号を第１８号とし、同条第

１５号ウ中「第２７号ア」を「次項第８号ア」に改め、同号を同条第
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１６号とし、同号の次に次の１号を加える。 

（ 17）打たせ湯（主としてマッサージと同様の効果を期待して水又は

湯を入浴者に当てる設備をいう。次項第７号において同じ。）及

びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。 

 第４条中第１４号を第１５号とし、第１３号の次に次の１号を加え

る。 

（ 14）浴槽からあふれ出た水及び湯（以下「オーバーフロー水」とい

う。）並びにオーバーフロー水を回収する槽（以下「回収槽」と

いう。）の水及び湯を浴用に供する構造になっていないこと。た

だし、これにより難い場合にあっては、次のいずれかに該当する

ものであること。 

ア 回収槽を設置して回収槽の水及び湯を浴用に供する場合 回

収槽は地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造である

とともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水及び

湯を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。 

イ 回収槽を設置せずにオーバーフロー水を浴用に供する場合 

オーバーフロー水を回収する部分は、地下埋設以外で清掃を容

易に行える位置及び構造であること。 

第４条に次の１項を加える。 

２ 法第３条第２項に規定する浴場業を営む者が講じなければならな

い入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準のうち、一般公衆浴場

に係る浴場業を営む者が講じなければならない衛生管理等に関する

基準は、次の各号に定めるとおりとする。 

（１）脱衣室及び浴室は、換気を十分行うこと。 

（２）浴場内の各場所は、十分な照度があること。 

（３）脱衣室及び浴室は、脱衣及び入浴に支障のない温度を保つこと。 

（４）入浴施設、便所等は、毎日清掃すること。ただし、循環ろ過器

を設置する浴槽にあっては、浴槽水を換水する時に清掃すること。 

（５）入浴施設、便所等は、毎月消毒すること。 

（６）入浴施設、便所等は、ねずみ、衛生害虫等について適切な防除

措置を講ずること。 
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（７）打たせ湯及びシャワーには、循環している浴槽水を使用しない

こと。 

（８）循環ろ過器を設置する浴槽は、次に掲げる措置を講ずること。 

ア 循環ろ過器は、１週間に１回以上十分に逆洗を行うこと。こ

の場合において、逆洗を行っても十分に当該循環ろ過器のろ材

の汚れを排出させることができなくなったときは、当該ろ材を

交換すること。 

イ 循環ろ過器及び循環ろ過器と浴槽との間の配管に付着した生

物膜は、１週間に１回以上適切な方法により除去すること。 

ウ 浴槽水は、規則で定めるところにより消毒すること。 

（９）浴槽水は、毎日換水すること。ただし、循環ろ過器を設置する

浴槽の浴槽水にあっては、１週間に１回以上換水すること。 

（ 10）オーバーフロー水並びに回収槽の水及び湯を浴用に供しないこ

と。ただし、これにより難い場合にあっては、次のいずれかに該

当するものであること。 

ア 回収槽を設置して回収槽の水及び湯を浴用に供する場合 回

収槽の清掃及び消毒を頻繁に行い、回収槽内の生物膜を除去す

るとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水及

び湯を浴槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。 

イ 回収槽を設置せずにオーバーフロー水を浴用に供する場合 

    オーバーフロー水を回収する部分の清掃及び消毒を頻繁に行い、

回収する部分の生物膜を除去すること。 

（ 11）原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水の水質は、

規則で定める基準に適合していること。 

（ 12）原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水は、規則

で定めるところにより、水質検査を行い、その記録を３年間保存

すること。 

（ 13）入浴者に貸与するタオル、ヘアブラシ等は、新しいもの又は消

毒したものとすること。 

（ 14）屋外の浴槽にあっては、浴槽水から浮遊物質等を除去し、清潔

に保つこと。 
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（ 15）浴場の管理運営について、要領を作成し、当該要領に基づいて

当該浴場の管理運営を行うとともに、当該浴場の管理運営に係る

記録を作成し、その記録を３年間保存すること。 

第５条第１項中「前条各号」を「前条」に、「基準は」を「施設設

備に関する基準及び衛生管理等に関する基準は」に改め、同条第２項

中「前条第１号」を「前条第１項第１号」に、「第１６号イ」を「第

１２号、第１８号イ」に、「第１７号ア」を「第１９号ア」に改める。 

第６条中「基準は」を「施設設備に関する基準及び衛生管理等に関

する基準は」に改め、同条第７号中「第４条第５号」を「第４条第１

項第５号」に、「第１５号」を「第１６号」に、「及び第２０号から

第３２号まで」を「及び同条第２項第１号から第１３号まで」に改め

る。 

附 則 

１ この条例は、令和３年９月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に存する旅館業法（昭和２３年法律第１３８

号）第３条第１項の許可を受けて旅館業を営んでいる者の当該許可に

係る施設又は現に同項の規定による許可の申請がなされている当該許

可の申請に係る施設については、第１条の規定による改正後の千葉市

旅館業法施行条例第１８条第９号の規定は、この条例の施行の日以後

初めて当該構造設備を変更するまでの間は、適用しない。 

３ この条例の施行の際現に存する公衆浴場法（昭和２３年法律第

１３９号）第２条第１項の規定による許可を受けている公衆浴場又は

現に同項の規定による許可の申請がなされている公衆浴場については、

第２条の規定による改正後の千葉市公衆浴場法施行条例第４条第１項

第１４号の規定は、この条例の施行の日以後初めて当該構造設備を変

更するまでの間は、適用しない。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

レジオネラ症発生防止対策を強化するため、循環式浴槽における浴

槽水の消毒に関する規定等を設けるため、条例の一部を改正しようと

するものであります。 
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議案第６７号 

心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部改正について 

心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次の

とおり制定するものとする。 

令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一   

千葉市条例第  号 

   心身障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例 

 心身障害者の医療費の助成に関する条例（昭和４８年千葉市条例第

２９号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項中「社会保険各法」の次に「、高齢者の医療の確保に関

する法律（昭和５７年法律第８０号）」を加え、同条第２項第１号中

「社会保険各法」の次に「、高齢者の医療の確保に関する法律」を加え、

同項第２号中「第５項」を「第４項」に改め、同条第４項を削り、同条

第５項中「第３項」を「前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条中

第６項を第５項とする。 

 第５条第３項中「前条第５項」を「前条第４項」とする。 

   附 則 

１ この条例は、令和３年１０月１日から施行する。ただし、第４条第

１項及び第２項第１号の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の第４条（同条第１項及び同条第２項第１号

を除く。）の規定は、令和３年１０月１日以後の治療に係る医療費の

助成について適用し、同日前の治療に係る医療費の助成については、

なお従前の例による。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

地方税法の一部改正を踏まえ、一部負担金に係る市民税所得割の算

出方法を改めるほか、規定の整備を図るため、条例の一部を改正しよ

うとするものであります。 
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議案第６８号 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部改正について 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準を定める条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものと

する。 

令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例等の一部を改正する条例 

 （千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部改正） 

第１条 千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６８号）の一部を

次のように改正する。 

目次中 

「第１６章 多機能型に関する特例（第２０１条・第２０２条）」を 

「第１６章 多機能型に関する特例（第２０１条・第２０２条） 

 第１７章 雑則（第２０３条）              」 

改める。 

本則に次の１章を加える。 

  第１７章 雑則 

（電磁的記録等） 

第２０３条 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、作成、

保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書

面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが

規定されている又は想定されるもの（第１０条第１項（第４３条第

１項及び第２項、第４３条の４、第４８条第１項及び第２項、第

に 
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９４条、第９４条の５、第１２２条、第１４８条、第１４８条の４、

第１５８条、第１５８条の４、第１７１条、第１８４条、第１８９

条、第１９３条、第１９３条の１２並びに第１９３条の２０におい

て準用する場合を含む。）、第１４条（第４３条第１項及び第２項、

第４３条の４、第４８条第１項及び第２項、第７７条、第９４条、

第９４条の５、第１０９条、第１０９条の４、第１２２条、第

１４８条、第１４８条の４、第１５８条、第１５８条の４、第

１７１条、第１８４条、第１８９条、第１９３条、第１９３条の

１２、第１９３条の２０、第２００条、第２００条の１１並びに第

２００条の２２において準用する場合を含む。）、第５３条第１項、

第１０３条第１項（第１０９条の４において準用する場合を含

む。）、第１９７条の３第１項（第２００条の１１及び第２００条

の２２において準用する場合を含む。）及び次項に規定するものを

除く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

２ 指定障害福祉サービス事業者及びその従業者は、交付、説明、同

意、締結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）の

うち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又

は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、

当該交付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害

の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法

（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することが

できない方法をいう。）によることができる。 

（千葉市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第２条 千葉市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７０号）の一部を次のよう

に改正する。 

目次中 
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「第３節 運営に関する基準（第１０条―第６０条）」を 

「 第３節 運営に関する基準（第１０条―第６０条） 

第３章 雑則（第６１条）            」 

 改める。 

本則に次の１章を加える。 

   第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第６１条 指定障害者支援施設等及びその従業者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され

ている又は想定されるもの（第１１条第１項、第１５条及び次項に

規定するものを除く。）については、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことがで

きる。 

２ 指定障害者支援施設等及びその従業者は、交付、説明、同意、締

結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、

この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交

付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性

に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない

方法をいう。）によることができる。 

（千葉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第３条 千葉市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年千葉市条例第６９号）の一部を次のように改正

する。 

に 

19



目次中 

「第９章 多機能型に関する特例（第８８条―第９０条）」を 

「第９章 多機能型に関する特例（第８８条―第９０条） 

第１０章 雑則（第９１条）            」 

 改める。 

本則に次の１章を加える。 

   第１０章 雑則 

（電磁的記録等） 

第９１条 障害福祉サービス事業者及びその職員は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され

ている又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）につい

ては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）により行うことができる。  

２ 障害福祉サービス事業者及びその職員は、交付、説明、同意、締

結その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、

この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交

付等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性

に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的

方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない

方法をいう。）によることができる。 

（千葉市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第４条 千葉市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年千葉市条例第７２号）の一部を次のように改正

する。 

に 
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本則に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第２２条 地域活動支援センター及びその職員は、記録、保存その他

これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され

ている又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）につい

ては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁

気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）により行うことができる。 

２ 地域活動支援センター及びその職員は、説明、同意その他これら

に類するもの（以下「説明等」という。）のうち、この条例の規定

において書面で行うことが規定されている又は想定されるものにつ

いては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が

利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な

配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方

法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。）

によることができる。 

（千葉市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正） 

第５条 千葉市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第７３号）の一部を次のように改正する。 

本則に次の１条を加える。 

（電磁的記録等） 

第１８条 福祉ホーム及びその職員は、記録、保存その他これらに類

するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、

謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想定
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されるもの（次項に規定するものを除く。）については、書面に代

えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録で

あって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

２ 福祉ホーム及びその職員は、説明、同意その他これらに類するも

の（以下「説明等」という。）のうち、この条例の規定において書

面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当

該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者であ

る場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつ

つ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他人

の知覚によって認識することができない方法をいう。）によること

ができる。 

（千葉市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第６条 千葉市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年千葉市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

  目次中 

「第２章 設備及び運営に関する基準（第４条―第４５条の２）」を 

 「第２章 設備及び運営に関する基準（第４条―第４５条の２） 

第３章 雑則（第４６条）                」 

 改める。 

本則に次の１章を加える。 

  第３章 雑則 

（電磁的記録等） 

第４６条 障害者支援施設及びその職員は、作成、保存その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている

又は想定されるもの（次項に規定するものを除く。）については、

に 
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書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）により行うことができる。 

２ 障害者支援施設及びその職員は、交付、説明、同意、締結その他

これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条例

の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相

手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた

適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁

気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をい

う。）によることができる。 

（千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第７条 千葉市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年千葉市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「第１１１条」の次に「・第１１２条」を加える。 

  第８０条第４項ただし書中「児童４０人以下を通わせる施設にあっ

ては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員」を

「第１項各号に掲げる施設及び場合に応じ、それぞれ当該各号に定め

る職員」に改める。 

  第１１１条を第１１２条とし、第１５章中同条の前に次の１条を加

える。 

（電磁的記録） 

第１１１条 児童福祉施設及びその職員は、記録、作成その他これら

に類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚

によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物

をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている

又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電

磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
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することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

（千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第８条 千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７４号）の一部を次のよう

に改正する。 

  目次中 

「第７章 多機能型事業所に関する特例（第８９条―第９１条）」を

「第７章 多機能型事業所に関する特例（第８９条―第９１条） 

第８章 雑則（第９２条）                」 

 改める。 

第５条第５項中「第２項」を「前２項」に改める。 

第６条第７項中「及び」を「、」に改め、「第４項第１号」の次に

「及び次項」を加える。 

第７２条第５項中「第２項」を「前２項」に改める。 

本則に次の１章を加える。 

  第８章 雑則 

（電磁的記録等） 

第９２条 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、作成、保

存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙

その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが

規定されている又は想定されるもの（第１３条第１項（第５４条の

５、第５８条、第７０条、第７７条、第７７条の２、第８０条、第

８０条の９及び第８８条において準用する場合を含む。）、第１７

条（第５４条の５、第５８条、第７０条、第７７条、第７７条の２、

第８０条、第８０条の９及び第８８条において準用する場合を含

む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に代え

て、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人

に 
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の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）に

より行うことができる。 

２ 指定障害児通所支援事業者等及びその従業者は、交付、説明、同

意その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、

この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定

されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交

付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該

障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応

じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、

磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法を

いう。）によることができる。 

（千葉市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正） 

第９条 千葉市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例（平成２４年千葉市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

  目次中 

「第３節 運営に関する基準（第５４条―第５７条）」を 

「 第３節 運営に関する基準（第５４条―第５７条） 

第４章 雑則（第５８条）            」 

 改める。 

本則に次の１章を加える。 

   第４章 雑則 

（電磁的記録等） 

第５８条 指定障害児入所施設等及びその従業者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、

書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人

の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の

有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うことが規定され

ている又は想定されるもの（第１０条（第５７条において準用する

に 
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場合を含む。）、第１４条第１項（第５７条において準用する場合

を含む。）及び次項に規定するものを除く。）については、書面に

代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その

他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。 

２ 指定障害児入所施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その

他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この条

例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定される

ものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の

相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児

又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適

切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法（電子的方法、磁気

的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をい

う。）によることができる。 

（千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第１０条 千葉市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例（令和３年千葉市

条例第１８号）の一部を次のように改正する。 

附則第１４条中「基準該当放課後等デイサービス支援」を「基準該

当放課後等デイサービス」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和３年７月１日から施行する。ただし、第７条中千葉

市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例第８０条第４

項の改正規定、第８条中千葉市指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営に関する基準を定める条例第５条第５項、第６条第７項及び第７２

条第５項の改正規定並びに第１０条の規定は、公布の日から施行する。 
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議 案 説 明 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等の一部改正に伴い、事業者における諸記録の作成等及び利用者等

への説明等のうち書面で行うものについて、電磁的記録等による対応

を認めることとするため、条例の一部を改正しようとするものであり

ます。 

27



議案第６９号 

千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 千葉市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年千葉市条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

 第１７条を第１８条とし、第１６条の次に次の１条を加える。 

 （電磁的記録） 

第１７条 婦人保護施設は、作成、保存その他これらに類するもののう

ち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、

正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識すること

ができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条にお

いて同じ。）で行うことが規定されている又は想定されるものについ

ては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作ら

れる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）により行うことができる。 

   附 則 

この条例は、令和３年７月１日から施行する。 
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議 案 説 明 

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、事業

者における諸記録の作成等について、電磁的記録による対応を認める

こととするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第７０号 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

千葉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年千葉市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

目次中 

「第５章 事業所内保育事業（第４２条―第４８条）」を 

「第５章 事業所内保育事業（第４２条―第４８条） 

第６章 雑則（第４９条）           」     

改める。  

本則に次の１章を加える。 

   第６章 雑則  

（電磁的記録） 

第４９条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これ

らに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚に

よって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をい

う。以下この条において同じ。）で行うことが規定されている又は想

定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することが

できない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の

用に供されるものをいう。）により行うことができる。 

   附 則 

この条例は、令和３年７月１日から施行する。 

に 
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議 案 説 明 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、

事業者における諸記録の作成等について、電磁的記録による対応を認

めることとするため、条例の一部を改正しようとするものであります。 
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議案第７１号 

千葉市液状化対策推進委員会設置条例の廃止について 

千葉市液状化対策推進委員会設置条例を廃止する条例を次のとおり制

定するものとする。 

令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市液状化対策推進委員会設置条例を廃止する条例 

千葉市液状化対策推進委員会設置条例（平成２３年千葉市条例第３５

号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

液状化対策推進委員会を廃止するため、条例を廃止しようとする

ものであります。 
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議案第７２号 

千葉市都市公園条例の一部改正について 

 千葉市都市公園条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するもの

とする。 

  令和３年６月４日提出 

千葉市長 神 谷 俊 一 

千葉市条例第  号 

千葉市都市公園条例の一部を改正する条例 

千葉市都市公園条例（昭和３４年千葉市条例第２０号）の一部を次の 

ように改正する。 

附則第６項中「第３多目的グラウンド」の次に「、スケートパーク、

第４駐車場及び第７条第２項に規定する市長が指定する区域のうち、令

和７年３月３１日までの間に新たに市長が指定する区域」を加える。 

別表第２泉自然公園の項を削り、同表千葉市蘇我スポーツ公園の項を 

次のように改める。 

千葉市蘇我ス

ポーツ公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蘇我球技場 千葉市蘇我球技

場条例に定める

ところによる。 

千葉市蘇我球技

場条例に定める

ところによる。 

多目的広場 年末年始以外の

日 

午前９時から午

後９時まで 庭球場 

第１多目的グラ

ウンド 

円形野球場 

第２多目的グラ

ウンド 

午前９時から午

後５時まで 

第３多目的グラ

ウンド 

スケートパーク 午前９時から午

後７時まで 

第１駐車場 午前８時３０分
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第２駐車場 か ら 午 後 ９ 時

３０分まで 第３駐車場 

第４駐車場   

別表第３千葉市蘇我スポーツ公園の項を次のように改める。 

千葉市蘇我スポーツ公園 多目的広場 

庭球場 

第１多目的グラウンド 

第２多目的グラウンド 

円形野球場 

第３多目的グラウンド 

スケートパーク 

第１駐車場 

第２駐車場 

第３駐車場 

第４駐車場 

別表第８中第３項を削り、第４項を第３項とし、第５項を第４項とす

る。 

別表第９第１８項第１号中「及び第３駐車場」を「、第３駐車場及び 

第４駐車場」に改め、同表に次の１項を加える。 

21 千葉市蘇我スポーツ公園スケートパーク 

（１）専用使用利用料金 

区分 １日 １時間 

アマチュアが使用するとき １５，０００円 ２，０００円 

アマチュア以外が使用するとき ３０，０００円 ４，０００円 

備考 専用使用利用料金を適用する場合は、講習会若しくは競技会の 

 開催で使用する場合又は市長が別に定める場合に限る。 

（２）個人使用利用料金  

区分 金額 

４時間以内 １日 

一般 ２００円 ４００円 
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小・中学生 １００円 ２００円 

 備考 １日とは、午前９時から午後７時までをいう。 

   附 則 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定、

別表第２泉自然公園の項を削る改正規定及び別表第８の改正規定は、

公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の附則第６項前段の規定による千葉市蘇我ス

ポーツ公園のスケートパーク、第４駐車場及び第７条第２項に規定す

る市長が指定する区域のうち、令和７年３月３１日までの間に新たに

市長が指定する区域の指定管理者の指定の手続は、この条例の施行の

日前においても行うことができる。 

 

 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

蘇我スポーツ公園にスケートパーク及び第４駐車場を設置するとと

もに、泉自然公園の講堂を廃止するため、条例の一部を改正しようと

するものであります。 
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議案第７３号 

   工事請負契約について 

 市は、次のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和３年６月４日提出 

                  千葉市長 神 谷 俊 一 

 

１ 工事名称 幕張新都心拡大地区新駅駅前広場等整備工事（３－１） 

２ 施工場所 千葉市美浜区浜田２丁目地内外 

３ 工事概要（１）車道舗装工一式 

 （２）歩道舗装工一式 

 （３）排水構造物工一式 

      （４）道路付属物工一式 

４ 契約方法 制限付一般競争入札 

５ 契約金額 ４０４，８１３，２００円 

６ 工  期 契約締結日の翌日から令和５年２月２８日まで 

７ 請 負 者 千葉市美浜区幸町１丁目１８番９号 

  丸善・泰明建設共同企業体 

 代表者 千葉市美浜区幸町１丁目１８番９号 

 丸善建設株式会社 

 代表取締役 並木 隆博 

 千葉市中央区星久喜町８８６番地１ 

 泰明工業株式会社 

 代表取締役 岡崎 匡洋 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

議 案 説 明 

  幕張新都心拡大地区新駅駅前広場等整備工事（３－１）を行うため

の工事請負契約について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、議決を求めるものであ

ります。 
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